
     

 

事  務  連  絡 
平成 30 年 3 月 15 日 

 
建設業団体の長 殿 
 

国土交通省 土地・建設産業局 
建設市場整備課 

 
登録基幹技能者の主任技術者の要件への認定について 

 
 建設現場を支える中核となる人材として、登録基幹技能者講習を修了した者（以下、「登録基幹

技能者」という。）の果たすべき役割の重要性が増しており、今後、登録基幹技能者制度の更なる

普及を図ることが必要です。 
 
 登録基幹技能者制度のより一層の普及・活用と、できる限り信頼性・専門性の高い公的資格保

有者の配置を推進していく観点から、登録基幹技能者のうち、専門工事に関する実務経験年数が

建設業法（昭和２４年法律第１００号）に定める主任技術者と同等以上と認められるものについ

て、主任技術者の要件を満たす者として位置付けることとし、建設業法施行規則及び施工技術検

定規則の一部を改正する省令（平成２９年国土交通省令第６７号）により、許可を受けようとす

る建設業の種類に応じて国土交通大臣が認める登録基幹技能者については、主任技術者の要件を

満たすこととされました。 
 
 また、今般、同規則の規定に基づく告示（建設業法施行規則第７条の３第３号の規定に基づき

国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件（平成３０年国土交通省告示第４３５号））

により、建設業の種類に対応した登録基幹技能者講習が定められました。 
 さらに、これらを踏まえ、「登録基幹技能者講習事務の取扱いについて（通知）」（平成３０年３

月１５日付け国土建整第７０号）により、登録基幹技能者講習事務の運用について、 
・受講資格として単一の建設業の種類における実務経験年数を１０年以上要することの明確化 
・主任技術者の要件を満たしていることを講習修了証により証明できるよう、講習修了証への記 

載例の変更 
などの所要の改正を行っております。 
 
 これらの改正により、平成３０年４月１日から、別添資料のとおり、登録基幹技能者が主任技

術者の要件を満たす者として認められることとなったところです。 
 

貴団体におかれては、本内容につきまして、会員企業に周知いただくともに、引き続き、登録

基幹技能者制度のより一層の活用・普及に努めていただきますよう、よろしくお願いいたします。 
 なお、本内容については、各都道府県建設業主管部局宛にも周知している旨申し添えます。 
 



     

 

【別添資料】 
・登録基幹技能者の主任技術者要件への認定について 
・登録基幹技能者講習と主任技術者として認められる建設業の種類について 
 
【参考資料】 
・建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令（平成２９年国土交通省令第６ 

７号） 
・建設業法施行規則第７条の３第３号の規定に基づき国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習 

を定める件（平成３０年国土交通省告示第４３５号） 
・登録基幹技能者講習事務の取扱いについて（通知）（平成３０年３月１５日付け国土建整第７０ 

号国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課長通知） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



〔登録基幹技能者講習の受講要件〕
① 基幹的な役割を担う職種で10年以上の実務経験
② ３年以上の職長経験
③ 実施機関が定める資格（最上級の技能者資格等）の保有

〔資格者数〕33職種（43機関） 56,977人（平成29年3月末現在）
監理
技術者

主任
技術者

国家資格 登録資格
（民間資格）

実務経験者

その他
国家資格

（１級建築士等）

認めていない

指定７業種では
認めていない

（土木、建築、電気、管、
鋼構造、舗装、造園）

最終学歴に応じた
実務経験年数

下記に加え、指導監督的な
立場での２年経験

技術検定（１級：６種目）
《土木、建築、電気、管、造園、建設機械》

新たな資格の創設
（まずは「電気通信工事」）

技術検定（２級：６種目）
《土木、建築、電気、管、造園、建設機械》

新たな資格の創設
（まずは「電気通信工事」）

建設業法での
登録資格（４資格）

認定・登録の推進

その他
国家資格

（２級建築士等）

公的資格を有する者の配置推進

労働安全衛生法第60条
に基づく職長教育の受
講

実務経験年数

10年以上
技能者

職長

登録基幹技能者講習
（講義及び試験により実施）の修了

3年以上
登録基幹技能者の認定

現在の主任技術者要件は、工事種類ごとに１０年以上の実務経験を有すること（学
歴に応じた短縮規定あり）とされているが、登録基幹技能者はこの１０年以上の経験に
加え、職長として３年以上の経験を有するなど、要件以上の豊富な知識・経験を
有している

登録基幹技能者

登録基幹技能者となるための実務経験等について

現場において資格未取得者を主任技術者として配置する場合、

工事経験を書面で確認する等の手間を要しており、登録基幹技能者の認定により、こうした手間の軽減が期待

・できる限り信頼性・専門性の高い公的資格保有者の配置を推進していく観点から、登録基幹技能者のうち、
専門工事に関する実務経験年数が主任技術者と同等以上と認められる資格について、建設業法に規定する
主任技術者要件として認定を行う。

○ 登録基幹技能者講習を修了した者のうち、許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認める
もの（※）については、主任技術者の要件を満たすものとして認定する。（建設業法施行規則第7条の３の改正）
※ 建設業の種類に対応した登録基幹技能者講習に関する告示を平成30年４月１日に施行

＜改正内容＞

登録基幹技能者の主任技術者要件への認定 （平成29年11月10日公布・施行）



登録基幹技能者講習と主任技術者として認められる建設業の種類について

登録基幹技能者講習 建設業の種類

登録電気工事基幹技能者講習 電気工事業、電気通信工事業
登録橋梁基幹技能者講習 鋼構造物工事業、とび・土工工事業
登録造園基幹技能者講習 造園工事業
登録コンクリート圧送基幹技能者講習 とび・土工工事業
登録防水基幹技能者講習 防水工事業
登録トンネル基幹技能者講習 とび・土工工事業
登録建設塗装基幹技能者講習 塗装工事業
登録左官基幹技能者講習 左官工事業
登録機械土工基幹技能者講習 とび・土工工事業
登録海上起重基幹技能者講習 しゆんせつ工事業
登録ＰＣ基幹技能者 とび・土工工事業、鉄筋工事業
登録鉄筋基幹技能者講習 鉄筋工事業
登録圧接基幹技能者講習 鉄筋工事業
登録型枠基幹技能者講習 大工工事業
登録配管基幹技能者講習 管工事業
登録鳶・土工基幹技能者講習 とび・土工工事業
登録切断穿孔基幹技能者講習 とび・土工工事業
登録内装仕上工事基幹技能者講習 内装仕上工事業
登録サッシ・カーテンウォ－ル基幹技能者講習 建具工事業
登録エクステリア基幹技能者 タイル・れんが・ブロック工事業、とび・土工工事業、石工事業
登録建築板金基幹技能者講習 板金工事業、屋根工事業
登録外壁仕上基幹技能者講習 塗装工事業、左官工事業、防水工事業
登録ダクト基幹技能者講習 管工事業
登録保温保冷基幹技能者講習 熱絶縁工事業
登録グラウト基幹技能者講習 とび・土工工事業
登録冷凍空調基幹技能者講習 管工事業
登録運動施設基幹技能者講習 とび・土工工事業、舗装工事業、造園工事業
登録基礎工基幹技能者講習 とび・土工工事業
登録タイル張り基幹技能者講習 タイル・れんが・ブロック工事業
登録標識・路面標示基幹技能者講習 とび・土工工事業、塗装工事業
登録消火設備基幹技能者講習 消防施設工事業
登録建築大工基幹技能者講習 大工工事業
登録硝子工事基幹技能者講習 ガラス工事業


